


看板の設置状況

１ 全 般
船岡駐屯地は、令和４年８月２０日、対象防衛関係施設に指定

２ 小型無人機等飛行禁止法の概要
(1) 重要施設（レッドゾーン）及びその周囲おおむね３００ｍ（イエロー

ゾーン）の周辺地域の上空における小無人機等の飛行を禁止
(2) 小型無人機等の飛行を行おうとする場合には施設管理者（駐屯地司令）

の同意が必要
 (3) 申請方法

ア 飛行を行う日の１０営業日前（土日・祝日を含めず。）までに、飛
行同意申請書を記入していただきメール又は郵送により申請をお願い
します。

イ 飛行同意の場合は飛行日４８時間前までに飛行通報書を記入してい
ただきメール又は郵送により通報をお願いします。

ウ 細部については、第２施設団本部第３科（内線２８７）に問い合わ
せお願いします。

３ 駐屯地としての処置事項
 (1)  ドローン等飛行禁止看板の設置
 (2)  警備訓練による対処要領の徹底、対処能力の向上

：対象施設の区域 （レッドゾーン）
：対象施設周辺地域（イエローゾーン）

対象防衛関係施設指定に伴う処置
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